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2024.6.20修正（2024.3.31現在） 

深谷市における手続のオンライン化方針 

 

１ 目的 

手続をオンライン化することにより、市民や事業者がいつでもどこでも市への申請・手続をするこ

とが可能となり、利便性が向上する。また、デジタルデータで受付・審査処理を行うことにより、担

当職員が自分に合わせたタイミングで的確な処理を行うことで、事務の効率化を図る。 

 

２ 基本方針 

 各部署で受け付けている原則すべての申請・手続において、オンラインでの受付を可能にする。 

 

３ 「オンライン化」の定義 
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４ オンライン化対象業務及び優先順位 

（１）調査結果の分類に基づいて実施する手続 

①申請・手続調査 

全庁的に実施した申請・手続調査において、提出のあった全手続のうち、オンライン化未対応の

手続についてオンライン化を進める。特に、市民や団体、事業者等からの申請については、オンラ

イン化の効果とオンライン化しやすさの観点から分類を行ったので、オンライン化の優先順位に基

づき実施する。今後新たに発生する申請・手続についても同様の視点でオンライン化を進める。ま

た、オンライン化対応済の手続きについては、全申請件数のうちオンラインによる申請割合を上げ

る対策を実施する。 

 

表１：調査により把握した手続数 

 

 

②オンライン化優先順位について 

効果が高く実現性の高い（オンライン化しやすい）ものから順に実施する。 

分類対象の１，９４８手続について、オンライン化の効果がある順に１→２→３→４と順位付けし、

またオンライン化のしやすい順にＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄとし、組み合わせて１６種類に分類した。この分

類に従い、ＳＴＥＰ１から順にオンライン化を進める。 
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表２：オンライン化対象手続の優先順位 

 

・ＳＴＥＰ１：オンライン化の効果が高く、オンライン化しやすいもの（阻害要因がない、もし

くは要本人確認ありや料金ありのもの含む） 

⇒調査結果の１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂが該当 

・ＳＴＥＰ２：効果が高く阻害要因が解決可能なもの、またはオンライン化しやすく効果がある

程度あるもの（現在押印署名要だが廃止または廃止予定のもの含む） 

⇒調査結果の３Ａ、３Ｂ、１Ｃ、２Ｃ、３Ｃが該当 

・ＳＴＥＰ３：効果がある程度以上見込めるが阻害要因が多いもの（現状では押印廃止ができな

いもの、対面の必要があるもの） 

⇒調査結果の１Ｄ、２Ｄ、３Ｄが該当 

 ・ＳＴＥＰ４：オンライン化の効果が限定的なもの 

⇒調査結果の４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄが該当 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

  

（分類方法） 

分類対象の手続について効果（申請件数）とオンライン化しやすさ（阻害要因）で分類した。 

①「効果」による分類  

1：申請件数 100件以上  

2：申請件数 10～100未満かつ「申請が集中する時期があるもの」  

3：申請件数 10～100未満かつ「申請は年間通してほぼ一定または不定期」  

4：申請件数 10件以下  

 

②「オンライン化しやすさ」による分類  

A：阻害要因なし  

B：阻害要因少ない・・・本人確認あり、料金ありなど解決予定  

C：阻害要因やや多い・・・押印署名廃止予定  

D：阻害要因多い・・・押印廃止不可か未定、添付書類データ不可、交付物データ・郵送不可 
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（２）「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進す

べきとしている手続 

 

（３）申請数が限られていて効果は限定的だが、オンライン化することで申請者側または職員側に

とってメリットが大きな手続 

（例）・申請対象者が遠方に居住している、市外の事業者、開庁時間中に来庁できない、疾病や

障害等で来庁が大きな負担となる場合 

     ・システムに入力する項目が多いため、データで受け取ることで正確性が上がる場合 

     ・少人数の会議体において、集合せず事前に送付した資料に対し意見や承認を求める場合 

・・・など 
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５ スケジュール 

 

 

※「（１）調査結果の分類によるステップごとのスケジュール」は、取組の中心とするステップの表

記であり、その期間に該当ステップの手続がすべてオンライン化を終了するものではない。オンライ

ン化が当面困難である手続も、法定手続きの見直しの動向や、他の独自手続きに係る取組結果等を踏

まえ、オンライン化に向けて引き続き検討していく。 

 

６ 組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ＩＣＴ推進室：方針策定、全体

の進捗管理、オンライン化支援、

システムの見直し・導入 

・企画課：押印見直しに関するこ

と、窓口業務改革 

 

進捗管理：ＩＣＴ推進員 

・オンライン化対象手続精査 

・申請フォーム作成  

・オンライン化への業務対応 

 

方針・考え方等の提示や実態
把握等 

オンライン化手続きの

相談・報告 

委員長：副市長 

副委員長：企画財政部長 

委員：各部局長 

 

全庁的な方向性の確認と指示 

情報化推進委員会 

手続所管部署 推進部門 
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７ オンライン化の指標 

 

（１）手続数による全体的な指標 

 

 

 

（２）オンライン化した手続について、網羅できる申請数の割合による全体的な指標 

 

具体例：全手続（オンライン化されていない手続含む）の対象者数が８０万件あれば、オンライン化

された手続の対象者数が５６万件になるようにする。 

 

 

（３）オンライン化した手続の中で、オンラインでの受付率が３割以上の手続数 

 

 

 

７ 本方針の見直し 

オンライン化の取組状況を踏まえつつ、随時内容の見直し・改正を実施するものとする。 

令和５年度以降の取扱は、情報化計画との整合性を図りながら、取組の進捗及び方向性について検

討を実施する。 

 

 


